
令和 7年 5月 吉口

町会の皆様ヘ

西板持子ども会

子供会 より古紙回収につ いてのお願 い

平素は、子供会活動・古紙回収につきまして、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、毎月第 3日 曜日に古紙回収を実施させていただいておりますが、回収業者の方よりお顧

いとして連絡がありましたので、下記の通り皆様方にご協力をお願いします。

記

新聞紙・維議・古着・ ダンボールを集めています。

◎ 新聞紙 新聞紙と雑誌は必ず分情τください。

新聞紙には広告類が混じっていてもかまいません。

◎ 雑誌 コピー用紙 轟プ Iリ ント類は雑誌と一緒:こひも鐵雪議こ轟奪ください。

牛乳パックも回収できます。

◎ 古着 下記のものは回収できませんので経封に一緒に入れないで下さい。

粗大ごみ、絨毯、マットレス、ぬいぐるみ、靴、スリッパ、

かばん、枕、座布団、宙紙衣類として回収できない物など

※ただし、カーテン、毛布類は回収できます。  ‐

◎ ダンボール ひも等で東ねてひとくくりにしてください。

洗剤の空き箱は回収できません

回収日 毎月第 3日曜日 雨天決行

☆ 防火、防犯上の為前日から出されなしヽよう|=お願いしヽたします。

再度回収方法.品 目をご確認の上、出来る限り分別 して出して頂きたく、ご協力の程宜しくお願

い申し上げます。

今後とも子ども会にご理解、ご協力を賜りますようお願いします。

10月 は、秋祭りがございましたら古紙回収は中止の為、回収はお体みとなります。
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